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救急救命講座（AED講座）

６月２５日（火）消防署 救急救命士の方々のご協力をいただき、救急救命講座を行い

ました。例年全学年一斉に講習を受けていますが、今年度はコロナ対応のため各学年ご

とに講習を行いました。

心停止の事故はいつでも誰でもどこにでも起こる可能性があります。体育の授業や教

室、部活の最中に…いざというとき誰もが助けることができるように、心臓マッサージ

（胸骨圧迫）とＡＥＤの正しい使い方などの研修を受けました。楽しみながら真剣に取

り組んでいましたが、生徒の中には「実際にAEDを使うような機会があったら本当にで

きるかな」「一度だけでなく、機会あるごとにAED講習を受けておく必要がある」といっ

たつぶやきも聞こえてきました

まず、座学。理論を学びました。 次に実践。技術を学びます。

ガイダンスにしたがっての声掛けの様子。 代表生徒のお礼の言葉。有意義な

「大丈夫ですか、きこえますか？」 講習になりました。



定期テスト５日前から部活動停止になります
来週から７月です。１学期も残すところ１か月余りという時期に差し掛かります。７

月３日（金）は１学期の学習のまとめとなる定期テストがあります。テスト５日前から

部活動が停止となります。帰宅してからの時間を有効に使って下さい。学校ではこの期

間、全員参加の放課後学習会を実施します。放課後サポートティーチャーとして３名の

先生をお招きしております。日頃の学習でよくわからないところなどあれば積極的に聞

いてください。実施日は、２９日（月）、７月１日（水）、２日（木）の３日間です。
１６：１０～１６：４０ 放課後学習会、１６：４０～１７：００バス通学生徒及び希望者による学習会

自転車通学および自転車の利用について
現在自転車通学をしている生徒はもちろん、部活動等で自転車を利用する機会が増え

ています。近年、自転車の危険運転が問題視されるようになり、法的にも処罰が厳罰化

しています。自転車の利用は、被害者になる可能性だけでなく、加害者にもなりうると

いう可能性を十分認識しておくことも大切です。

「危険行為で3年間に2回以上摘発」された「14歳以上の運転者」が安全講習の受

講命令を受け、受講命令に従わなければ「5万円以下の罰金」が課せられます。安全

講習は東京都の場合、受講時間は約3時間、受講手数料6000円です。

（警視庁Webサイトより 2020年6月12日現在）

「１４歳未満だから関係ない」「車道を走っていないから関係ない」「運転免許を持っていな

いから関係ない」「ほかの人もやっているのに何で俺だけ」などでは通用しません。自転車も「車

両」。交通法規とルールをしっかり意識し、正しく守って乗りましょう。

★来週の予定★

日 曜 学校行事など １ ２ ３ ４ ５ ６ 給食 清掃 SB

29 月 朝会 国 社 理 美 道 保 〇 〇 17：15
部活停止・放課後学習会

30 火 夢実現タイム 理 数 家 総 ― ― 〇 〇 13：30
学校評価アンケート締切

1 水 生徒委員会活動 国 英 保 数 社 技 〇 × 17：15
放課後学習会

2 木 放課後学習会 理 数 英 美 保 音 〇 〇 17：15

3 金 第１回定期テスト 国 数 英 理 社 壮行 〇 〇 18：15

部活動大会選手壮行会 会

4 土 PTA学年保護者会 国 社 学 ― ― ― 弁当 × 15：15

※７/４（土） 11 ： 30～ 12 ： 30部活動、 12 ： 30昼食・部活動



喜多方市教育委員会より通知がありました。内容を抜粋してお伝えいたします。

「感染リスクが高い学習活動」について

このことについて、別紙のとおり通知がありました。

つきましては、令和２年５月１２日付２学第２０６号「市内小・中学校の学校再開について（通知）」に

て控えるようお願いしていた以下の活動の再開を可能とします。

以後「感染リスクが高い学習活動」の再開が可能となりますが、実施するに当たっては、「新型コロ

ナウイルス感染症の予防～子供たちが正しく理解し、実践できることを目指して～」（文科省HP掲載）

を活用し感染症対策を徹底するなど、感染リスクの低減をお願いします。

記

１ 再開が可能となる活動

⑴ 音楽科における狭い空間や密閉状態での歌唱指導

⑵ 家庭科等における調理等の実習

⑶ 保健体育科等における児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が

多い運動

⑷ 児童生徒が密集して長時間活動するグループ学習 等

令和２年度の夏季休業日について

このことについて、令和２年６月２５日に開催されました定例教育委員会において正式決定されまし

たのでお知らせいたします。

つきましては、貴所属職員及び保護者等へ周知願います。

１ 夏季休業日

【変更前】 令和２年７月２１日（火） ～ ８月２４日（月）

↓

【変更後】 令和２年８月 １日（土） ～ ８月２４日（月）


